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事業実施・助成ガイドライン細則６ 事業変更にかかる措置 
 
（事業変更の手続き） 
第１条 事業開始後、事業審査委員会が承認した事業計画書の記載内容と異なる内容の活動を行う必要

が生じた場合で、第２条のいずれかまたはすべてに該当する場合には、事業実施団体は、事業

変更申請を JPF 事務局に提出し、承認を得なければならない。 
２ 事業変更は、JPF 事務局からの事業変更承認通知の日付をもって承認される。承認の内容は同

通知に記載され、事業変更申請内容の一部のみが承認される場合や一定の条件や留意事項が付

されることがある。また、事業変更申請が承認されない場合がある。 
 
（事業変更申請の対象） 
第２条 JPF 事業において事業変更申請が必要な事業内容の変更は次に定めるとおりとする。 

（１） 事業目的を変更するとき。 
（２） コンポーネントを追加もしくは削除するとき。（※追加の際は変更した予算設計書も

 提出する） 
（３） コンポーネントの内容を大きく変更をするとき。 
（４） 事業地を変更するとき。 
（５）  事業期間を当初計画から１ヶ月を越えて短縮または延長するとき（事業の休止を含

 む）。 
（６） 事業を中止するとき。 
（７） 小項目レベルで計上費目を追加するとき。ただし、直接事業費については、コンポー

 ネント別明細で費用項目を追加するとき。 
（８） 予算設計書に記載された予算配分のうち、中項目計が申請時の 120％を超えるとき。

 ただし、直接事業費の「各コンポーネント」、「現地事務所運営用品備品・事務用品諸

 費」「国際スタッフ人件費」「現地雇用スタッフ人件費」および「本部スタッフ人件費」

 は、小項目計が申請時の 120%を超えるとき。（※変更した予算設計書も提出する） 
（９） 事業計画にない固定資産を購入するとき。 
（１０）その他、事業審査委員会で事業承認の条件となった事項を変更するとき。 

 
（会計細則との関係） 
第３条 予算設計書に記載された予算配分の変更については、会計細則に別途の記載がある場合は、会

計細則の記述に従う。 
 
（報告事項） 
第４条 第２条に該当しない事業内容の変更で次に定める事項については、週報または月報とは別に、

事前に JPF 事務局に報告することとする。 
（１） 事業実施契約書に綴じ込まれているスタッフ人件費明細に記載された国際スタッフ    
  及び本部スタッフのいずれか、もしくはその全部を削除、追加または変更するとき。 
（２） 事業変更申請の対象となる変更を伴わないコンポーネントの内容を変更するとき。 
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（３） 事業期間を短縮または延長するとき（１ヶ月以内）。 
  （４） 事業申請時に単価が 10 万円未満であったために固定資産として計上していない場合

  でも、換算レートの変動により固定資産となったとき。（※該当資産を記載した固定

  資産明細フォームも提出する） 

２ 前項にかかる報告は、事業変更申請書に準じた書式で行う。 
 
（事業変更の承認） 
第５条 事業変更の承認の可否は、JPF 事務局が判断するものとする。ただし、上記第２条の（１）か

ら（３）に該当する事業変更で、すべての事業内容（コンポーネント）を変更する場合等、当

初計画された事業と同一の事業とみなすことができないと JPF 事務局が判断するものについ

ては、事業審査委員会の承認を必要とする。 
 
（事業開始前の事業変更） 
第６条 事業実施にかかる契約締結後、事業開始までの間に事業計画書の記載内容と異なる活動を行う

必要が生じた場合にも、事業実施団体は、本細則に従い事業変更申請を行う。 
 
（事業終了後の事業変更） 
第７条 事業終了後の事業変更は認めない。ただし、外部調査費の金額に変更が生じる場合は、外部調

 査契約の締結前であれば、一般管理費等を除く他項目からの流用を認める。 
 
附則 
１．本細則は、細則３「要領４ 計画変更要領」に代わり、2011 年 6 月 1 日から施行する。これに伴

い、要領４「細則１ 変更申請の対象」（2009 年 10 月 1 日施行）及び要領４「参考資料 事業計

画変更申請承認手続きの簡略化について（2003 年 12 月整理）は廃止される。 
２．本細則は、2012 年度第 8 回常任委員会の承認を得て、2012 年 12 月 1 日から施行する。 
３．本細則は、2012 年度第 12 回常任委員会の議決により改正し、2013 年 4 月 1 日から施行する。 
４．本細則は、2013 年度第 12 回常任委員会の議決により改正し、2014 年 4 月 1 日から施行する。 
５．本細則は、2014 年度第 4 回常任委員会の議決により改正し、2014 年 7 月 18 日から施行する。 
６．本細則は、2016 年度第 6 回常任委員会の議決により改正し、2016 年 9 月 26 日から施行する。 
７．本細則は、常任委員会の議決（メール審議 639）により改正し、2019 年 12 月 19 日より施行する。 
８．本細則は、2020 年度第 7 回常任委員会の議決により改正し、2021 年 2 月 1 日より施行する。 


